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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年10月15日に提出いたしました第30期第２四半期（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31

日）四半期報告書の記載事項の一部に誤り及び記載漏れがありましたので、これを訂正するため四半期報

告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　[企業情報]

   第１　[企業の概況]

　　　３　[関係会社の状況]

　 第２　[事業の状況]

　　　２　[事業等のリスク]

　 第４　[提出会社の状況]

　　　１　[株式等の状況]

　　　（２）[新株予約権等の状況]

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

第一部　[企業情報]

   第１　[企業の概況]

　　　３　[関係会社の状況]

[訂正前]

　当第２四半期会計期間における、重要な関係会社の異動等は以下のとおりです。 

（親会社の上場廃止） 

当社の親会社であるジェイオーグループホールディングス株式会社は、大阪証券取引所に上場しておりま

したが、平成21年７月１日をもって上場廃止となっております。 

（除外） 

その他の関係会社でありました、播州交通株式会社は、同社の親会社でありましたジェイオーグループホー

ルディングス株式会社が平成21年７月31日に全株式を売却したことにより、関係会社に該当しなくなりま

した。 

[訂正後]

　当第２四半期会計期間における、重要な関係会社の異動等は以下のとおりです。 

（親会社の上場廃止） 

当社の親会社であるジェイオーグループホールディングス株式会社は、大阪証券取引所に上場しておりま

したが、平成21年７月１日をもって上場廃止となっております。 

（以下全文削除）
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第一部　[企業情報]

   第２　[事業の状況]

　　　２　[事業等のリスク]

２ [事業等のリスク]

[訂正前]

(1)資金調達に関連するリスク

当社は、資本増強策として、平成21年８月７日開催の取締役会におきまして、ＩＴイノベーション戦略投

資事業組合（以下「ＩＴイノベーション」）を割当先とする第三者割当による新株予約権証券の発行を決

議しております。ＩＴイノベーションは当社のビジネススキームや現状の事業環境を十分理解を示してい

ただき、当社の資金需要の必要性、タイミング等をご理解いただいていると判断したため、割当先に選定し

ております。

ＩＴイノベーションは、新株予約権の行使につき、前向きな姿勢でありますが、万一、ＩＴイノベーション

の経営状況の悪化や資金調達が何らかの要因で予定通り行われなかった場合や、株価が当初行使価額及び

行使価額の修正が行われた後の行使価額を下回って推移している場合は、新株予約権の行使が行われない

リスクがあります。

（以下省略)

　

[訂正後]

平成21年６月２日に提出しました有価証券報告書(第29期)に記載された「事業等のリスク」について、

当該有価証券報告書の提出日以降、本第２四半期報告書提出日(平成21年10月15日)までの間において、当該

有価証券報告書に記載された内容に変更または追加を必要とする事項が生じております。以下の内容は、当

該「事業等のリスク」の変更または追加となった箇所のみを記載しております。 

　なお、文中の将来に関する事項は、本第２四半期報告書提出日(平成21年10月15日)現在において当社が判

断したものであります。 

　

(1)資金調達に関連するリスク

当社は、資本増強策として、平成21年８月７日開催の取締役会におきまして、ＩＴイノベーション戦略投

資事業組合（以下「ＩＴイノベーション」）を割当先とする第三者割当による新株予約権証券の発行を決

議しております。ＩＴイノベーションは当社のビジネススキームや現状の事業環境を十分理解を示してい

ただき、当社の資金需要の必要性、タイミング等をご理解いただいていると判断したため、割当先に選定し

ております。

ＩＴイノベーションは、新株予約権の行使につき、前向きな姿勢でありますが、万一、ＩＴイノベーション

の経営状況の悪化や資金調達が何らかの要因で予定通り行われなかった場合や、株価が当初行使価額及び

行使価額の修正が行われた後の行使価額を下回って推移している場合は、新株予約権の行使が行われない

リスクがあります。

（以下省略)
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第一部　[企業情報]

　　第４　[提出会社の状況]

　　　１　[株式等の状況]

　　　（２）[新株予約権等の状況]

[訂正前]

(２) [新株予約権等の状況]

①平成21年８月７日の取締役会決議

第６回乃至15回新株予約権
第２四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権の数（個） 4,700

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000,000（注）２、３

新株予約権の行使期間 平成21年８月27日～平成24年８月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価額　33円
資本組入額　17円（注）６

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部は行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

（注）１．本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」という。）は、

1,000,000円（以下「出資金額」という。）を行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項

（2）号に定義する。）で除して得られる最大単元数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が当社

普通株式を交付する数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資

金総額」という。）を行使価額で除して得られる最大単元数とする（１単元未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約

権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大単元数となる。

　　（以下省略）

[訂正後]

(２) [新株予約権等の状況]

①平成17年12月22日定時株主総会決議 

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権の数（個） 54　(注１)

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　54,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 329　(注２)

新株予約権の行使期間 平成20年３月１日～平成22年２月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　329
資本組入額　165
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新株予約権の行使の条件

権利行使時においても当社又は100%子会社の取
締役、監査役又は従業員（顧問、相談役を含む）
であることを要する。
対象者が死亡した場合には、相続人が権利行使
することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入、担保供与その他一切の処分を
することができない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（配当可能利益又は準備金の資本組入れによる場合も含むも

のとし、以下同様とする。）又は株式併合を行う場合、各対象者に付与される新株予約権により発行される株

式の数は、次の算式により調整されるものとする。

ただし、かかる調整は、当該時点において対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式についてのみ行

われるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

（調整後生じる１株未満の端数は切捨てる。）

２　新株発行価額

新株予約権の目的たる株式１株当たりの発行価額は、権利付与月の前月の各日（ただし、取引が成立しない日

を除く。）のジャスダック証券取引所が公表する当社額面普通株式の午後３時現在における直近の売買価額

の平均値に1.05を乗じた価額とし、１円未満の端数は切り上げる。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割・併合の比率

　また、当社が他社との吸収合併又は新設合併を行う場合、取締役会の決議に基づき、必要と認める発行価額の
調整を行う。
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②平成21年８月７日の取締役会決議

第６回乃至15回新株予約権
第２四半期会計期間末現在
(平成21年８月31日)

新株予約権の数（個） 4,700

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000,000（注）２、３

新株予約権の行使期間 平成21年８月27日～平成24年８月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価額　33円
資本組入額　17円（注）６

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部は行使できない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

（注）１．本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式数」という。）は、

1,000,000円（以下「出資金額」という。）を行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項

（2）号に定義する。）で除して得られる最大単元数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が当社

普通株式を交付する数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資

金総額」という。）を行使価額で除して得られる最大単元数とする（１単元未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約

権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大単元数となる。

　　（以下省略）
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